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郵送・オンラインなどでできる手続きをご活用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください

国民健康保険のお知らせ 後期高齢者医療のお知らせ

令和８年度の保険料率を決定しました
保険料の計算方法
　年間保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支
援金分からなり、それぞれに均等割額（被保険者全員が支払い）と所得割額（被
保険者の所得金額に応じて支払い）があります（ 図1 参照）。
通知時期
　４月以降の保険料は、６月10日㈬にお送りする保険料納入通知書をご確認
ください。

子ども・子育て支援金制度が始まりました
　国民健康保険制度・後期高齢者医療制度を含む全ての医療保険制度において、新たに子ども・子育て支援金分が加算されます。支援金は、児童手当をはじ
めとした給付の拡充などに充てられます。
▶問＝子ども家庭庁子ども・子育て支援金制度コールセンター☎0120−303−272(平日９時～18時)、国保年金課国保資格係、後期高齢医療制度課管理収納係

加入・喪失の届出をお忘れなく
　離職などで勤務先の健康保険をやめた場合や、国民健康保険の加入者が就
職などで勤務先の健康保険に加入した場合は、14日以内に加入・喪失の届出
をお願いします。
▶対象
●�加入…区内在住で、74歳以下の個人事業主・その従業員、勤務先の健康保
険をやめた方※一定の条件により、以前の勤務先の健康保険に継続加入
可。詳しくは、以前の勤務先にお問い合わせください。

●喪失…勤務先の健康保険に加入した方（家族の
勤務先の健康保険を含む）
▶届出先＝直接、国保年金課（区役所２階㉒窓口）
または各区民事務所※電子申請・郵送による届出
可。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。

⃝保険料について…介護保険課資格保険料係☎3579－2359
⃝利用者負担について…介護保険課給付係☎3579－2356問　合

介護保険料納入通知書をお送りします
　４月14日㈫に、65歳以上の普通徴収（口座振替・納付書払い）の方へ通
知書をお送りします。今回通知する保険料は、４月〜６月分で、令和７
年度の住民税課税状況に基づく仮算定です。７月以降の保険料は、令和
８年度の住民税の決定後、７月に本算定し、改めて通知します。なお、
特別徴収（年金から差し引き）の方には、７月下旬に通知書をお送りしま
す。また、４月から新たに特別徴収となる方には、２月１６日に案内をお
送りしました。

保険料の減額制度があります
　令和８年度の所得段階が第２・３段階で、世帯の年間収入・預貯金額
などが基準以下の方には、保険料の減額制度があります。７月中旬（特

令和８年度の保険料率を決定しました
保険料の計算方法
　年間保険料は、医療分、子ども・子育て支援金分からなり、それぞれに均
等割額（被保険者全員が支払い）と所得割額（被保険者の所得金額に応じて支
払い）があります（ 図2 参照）。
通知時期
　４月以降の保険料は、７月下旬にお送りする保険料額決定通知書をご確認
ください。

保険料の軽減措置があります
● �均等割額の軽減（ 表1 参照）…同一世帯の世帯主・被保険者全員の総所得金
額などが基準に該当する場合

● �所得割額の軽減（ 表2 参照）…被保険者の所得が基準に該当する場合
※所得税・住民税が未申告の場合は対象外

後期高齢医療制度課管理収納係☎3579－2327問　合国保年金課国保資格係☎3579－2406問　合

総所得金額などの合計が下記に該当する世帯 軽減割合

43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円　以下 70％※1
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円＋31万円×
被保険者の数　以下 50％
43万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）×10万円＋57万円×
被保険者の数　以下 20％

※1：医療分に限り軽減割合が72％となります。
※�65歳以上（令和８年１月１日時点）の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円（高齢者特
別控除額）を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※�世帯の判定は毎年度４月１日時点（年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）で行い
ます。
※�年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万
円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯
主の合計人数です。合計人数が２人以上の場合に適用します。

表1  均等割額の軽減

保険料計算のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50％
20万円以下 25％

表2  所得割額の軽減

別徴収の方は７月下旬）にお送りする通知書で所得段階を確認のうえ、
ご相談ください。詳しくは、同封するお知らせをご覧ください。※８月
31日㈪までの申請で、12か月分の保険料を減額可。※令和７年度に減額
となっている方には、３月30日に更新案内をお送りしました。※保険料
・保険料減額は、本人の住民税課税状況・７年中の所得状況、同一世帯
の方の住民税課税状況をもとに計算しています。本人または同一世帯の
方で、未申告の場合は、課税課（区役所３階⑫窓口）で住民税の申告をお
願いします。収入がなかった方も、その旨の申告をお願いします。

東日本大震災で板橋区に転入した方へ
　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域などから板橋
区に転入した方には、保険料・介護保険サービス利用者負担分の減免制
度があります。詳しくは、お問い合わせください。

図1  令和８年度保険料の計算方法

※1：�保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期
（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2400万円以
下の場合は43万円）を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

※�子ども・子育て支援金分の均等割額は、🅐と🅑の合算です。なお、18歳に達する日以後の最初
の３月31日以前までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額が全額減額されます。
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均等割額 所得割額

医療分保険料�
（限度額67万円） ＝

４万7600円�
×�

加入者数
+

加入者全員の保険料計算�
のもととなる所得金額※1�

×�
7.51％

後期高齢者
支援金分保険料
（限度額26万円）

＝
１万7600円
×

加入者数
+

加入者全員の保険料計算�
のもととなる所得金額※1

×
2.80％

介護分保険料�
（限度額17万円） ＝

１万7800円
×

40～64歳の加入者数
+
40～64歳の加入者全員の保険料計算�

のもととなる所得金額※1
×
2.43％

子ども・子育て�
支援金分保険料
（限度額３万円）

＝
🅐1800円×加入者数

+
加入者全員の保険料計算�
のもととなる所得金額※1

×
0.27％

🅑73円×�
18歳以上の加入者数

▲詳しくは
こちらから

介護保険のお知らせ
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図2  令和８年度保険料の計算方法

※１：�年間保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分を計算し、それぞれで100円未満を切捨て
た後の合計額です。

※２：�保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長
期（短期）譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2400万円
以下の場合は43万円）を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

均等割額 所得割額

医療分保険料
（限度額85万円） ＝

被保険者�
１人あたり
５万3300円

+ 保険料計算のもととなる所得金額※２
�

×9.88%

子ども･子育て支援金分
保険料

（限度額２万1000円）
＝

被保険者�
１人あたり
1300円

+ 保険料計算のもととなる所得金額※２×0.26%※1


